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１ 計画の推進体制の整備 

 

 本計画に基づく施策の推進に当たっては、庁内の関係部局で組織する「堺市消費者行政

庁内委員会」等において関係部局と連携し、施策の効果的な推進を図ります。 

 また、国、大阪府等の関係機関や、消費者団体、事業者団体等の関係団体との緊密な連

携を図り、施策を推進してまいります。 

 

 

 

堺市消費生活審議会

「堺市消費者行政庁内委員会」等において、

関係部局間で協議・連携し、施策を推進

堺 市

報

告

意

見

大阪府等の

他の都道府県・
市町村

連

携

消費者団体、

事業者団体等の
関係団体

連

携

消費者庁等の

関係省庁

連

携

国民生活

センター等の
関係機関

連

携

地域における

消費者教育・啓発
や見守り活動の

担い手

育

成

連

携

堺市消費者基本計画の推進

第６章 計画の実効性の確保 



77 

 

２ 計画の検証・評価・改善、実施状況の公表 

 

 本計画の推進に当たっては、毎年度、各施策の進捗状況等をまとめ、消費生活審議会に

報告し、また、市民の消費生活に関する意識調査等を適宜行い、その調査結果を踏まえて

検証・評価を行います。さらに、改善や充実等、見直しの必要な施策については、適宜修

正を行います。 

 なお、各施策の実施状況については、ホームページ等を通じて市民に情報提供します。

 

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

平成３１年度

平成３２年度

平成３３年度

第２期堺市消費者基本計画策定

第
２
期
堺
市
消
費
者
基
本
計
画
の
推
進

庁内委員会における施策推進に向けた協議

次年度施策実施内容の検討

庁内委員会における施策推進に向けた協議

次年度施策実施内容の検討

審議会による検証・評価 実施状況の公表

報告

≪各施策の実施状況のとりまとめ≫

（必要に応じて見直し）

庁内委員会における施策推進に向けた協議

次年度施策実施内容の検討

審議会による検証・評価 実施状況の公表

報告

≪各施策の実施状況のとりまとめ≫

（必要に応じて見直し）

庁内委員会における施策推進に向けた協議

次年度施策実施内容の検討

審議会による検証・評価 実施状況の公表

報告

≪各施策の実施状況のとりまとめ≫

（必要に応じて見直し）

審議会による検証・評価 実施状況の公表

報告

≪各施策の実施状況のとりまとめ≫

（審議会）

・これまでの計画推進状況の総括

・次期基本計画策定に向けた審議

次期消費者基本計画の推進


